
氏名 電話

住所

現況地目 現況地積

1.寒川町

2.寒川町

3.寒川町

4.寒川町

5.寒川町

制限理由

　備考

　＊「建築制限に係る補正」は、建築制限を受けると判断された土地にのみ適用されます。そのため、申

請の前提として、平塚土木事務所建築指導課へ上記の相談をする必要があります。

　＊「建築制限に係る補正」を受けるためには、該当する筆の測量図を添付する必要があります。

必要事項

平塚土木事務所への相談 測量図の添付

　□有

　寒川町長

　次の土地については、建築制限を受けるため、宅地としての有効利用ができないことから、固定資産

（土地）評価において、「建築制限に係る補正」の適用を申請します。

申請者

（所有者）

印＿ 　　　　　　　　（　　　　　）

申請場所

所在地番

建築制限に係る補正適用申出書

年　　月　　日

　上記申出に基づき調査した結果、次のとおり決定してよいでしょうか。なお調査結果については、別紙

のとおりです。

　決定区分 　□適用　□不適用

　□有


